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那覇市 



　

 地区計画は、まとまりのある町丁、ある

いは共通した特徴を持つ地域ごとに地区の

特性にふさわしいルール（建築物の制限な

ど）を定め、安全、快適で便利な活気ある

“まち”を創り育てていくものです。 

 本地区は那覇空港に近接するとともに、西側は海浜に接し、東側は沖縄南部の

幹線道路である国道331号に近接しています。さらに地区に隣接した那覇空港

自動車道の整備が行われ、広域交通の条件に恵まれた環境が形成されています。 

 また、地区内からは瀬長島や慶良間諸島、飛行機の離発着が眺望でき、海浜周

辺の緑、水路等、良好な眺望景観と自然環境を有しています。 

 このようなことから、地区内の都市基盤の整備、土地の共同利用、空港や幹線

道路に近接している立地や環境等地区の特性に応じた建築物等の建築を図り、土

地利用の円滑化と有効利用を促進するとともに、親しみと魅力のある環境の形成

を図ります。 

地区計画の目標 

那覇市 

豊見城市 

那覇空港 

航空自衛隊 

那覇基地 

那覇市空港南地区 

那覇市役所 

沖縄県庁 

瀬長島 

小禄支所 

地区計画とは 



 地区の特性に応じた土地利用を図るため、スポーツ施設、レクリエーション

施設、業務施設等の誘導、土地の共同利用を促進します。また、航空機騒音の

影響があるため、住宅、福祉関連の土地利用は行わないこととします。 

■ 土地利用の方針 

 区域内の都市基盤が未整備なことから、地区内道路の新設整備を図り、地区の

土地利用の円滑化と活性化を促進します。 

 地区の特性を活かした土地利用と土地の共同利用の推進、親しみと魅力のあ

る環境を形成するため、騒音に強い構造かつ防音を施した構造の建築物の建築

を行うとともに、以下の制限を行います。 

 

 1 建築物等の用途の制限 

 2 建築物の敷地面積の最低限度 

 3 建築物の緑化率の最低限度 

 4 壁面の位置の制限 

 5 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 6 かき又はさくの構造の制限 

 地区内に植生、植栽している樹木で、航空機騒音の緩衝帯や良好な環境の形

成に必要なものは保全し、建築物の敷地内は積極的に緑化を行い、親しみと魅

力のある環境の形成を図ります。また、地区内の浜辺と水路を活用し、親水性

のある空間の創出につとめます。 

■ 地区施設の整備の方針 

■ 建築物等の整備の方針 

■ その他整備・開発及び保全に関する方針 

区域の整備、開発及び保全に関する方針 



　

 地区の特性に応じた土地利用を図るため、航空機の騒音による影響を考慮し、

住居、福祉関連の建築物等の用途を制限します。また、地区にふさわしくない建

築物等の用途を制限します。 

用途の制限 

 土地の共同利用を推進するため、建築物を建てる場合は1000㎡以上の敷地面

積でなければいけません。 

 ただし、告示日（平成８年４月１日）以前に最低限度に満たないものについて

は、この制限は適用されませんが、分割すると建築できなくなる場合があります。 

敷地面積の最低限度 

緑化率の最低限度 

 親しみと魅力のある環境の形成を図るため、敷地面積の10％以上の緑化を行な

います。 

壁面の位置の制限 
 建築物の圧迫感の軽減、通風や採光を確保し、ゆとりある施設配置の誘導を図

るため、敷地境界線からの壁面の位置を制限します。 

例）敷地面積の最低限度が1000㎡の場合 

例 



建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 建築物等の形態の統一を図るため、敷地境界線からの出窓、ベランダ、外階段、

受水槽等の位置を制限します。周辺の地区環境と調和しない色彩は制限を行ない、

良好な景観の形成を図ります。 

垣又はさくの構造の制限 
 垣又はさく等による圧迫感を軽減、開放的な空間を創出するため、垣又はさく

の構造は、生垣又はフェンス等とします。 
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面積 　約9.1ha

　スポーツ、レクリエーション、業務地区

　約9.1ha

建築物等の
用途の制限

次に掲げる建築物を建築することができない。

住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

図書館、博物館その他これらに類するもの

老人ホーム、保育所、認定こども園、福祉ホーム
その他これらに類するもの。ただし、保育所で他
の建築物に附属するもの(他の建築物内に存する
ものに限る。)については、この限りでない。

老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに
類するもの

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場その他これに類するもの。
ただし、ゲームセンターで他の建築物に附属する
もの(他の建築物内に存するものに限る。)で、当
該建築物の延べ面積の四分の一を超えないものに
ついては、この限りでない。

畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するも
の(他の建築物内に存するものに限る。)は除く。)

1,000㎡

建築物の敷地
面積の最低限
度
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ただし、告示日において現に存する区画で、建築
物の敷地面積の最低限度に満たないものについて、
その全部を一の敷地として使用する場合はこの限り
でない。

位置 　那覇市字具志の一部
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地区施設の配置及
び規模

　配置計画は計画図（前ページ）表示のとおり
　地区内道路　　幅員　8.0ｍ
　　　　　　　　延長　約460ｍ

地
区
の
区
分

区分の名称

区分の面積



1.5ｍ

1.0ｍ

10%

地区施設境界線：

各境界線から、出窓、ベランダ、外階段、受水槽等
の位置は、壁面(建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面)の位置の制限に準ずる。
　建築物の色彩は、地区環境に調和したものとする。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区施設
境界線、地区境界線又は隣地境界線までの距離は、各
境界線の種類に応じ、次に掲げる数値以上でなければ
ならない。

垣又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものと
する。ただし、門柱及び門扉についてはこの限りでは
ないが、周辺環境に配慮したものとする。なお、別の
法律で定めがある場合は、この限りでない。

生垣。

高さ0.6ｍ以下のブロック及びコンクリート等の
基礎部分の上に見通しの妨げにならないフェンス
等を施したもの、又は、それに植栽を組み合わせ
たもの。

1

2

地区境界線 <１ >： 1.5ｍ(那覇空港自動車道に
接する部分は除く。)

隣 地 境 界 線 ：
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これらの制限は、告示日において現に存する建築物
には適用しない。なお、建替え及び増改築について
は、制限を行う。ただし、増改築においては、土地利
用状況、その他市長がやむを得ないと認めた場合は除
く。

この計画書において「緑化率」とは、都市緑地法
(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する緑化
率をいう。

その他、この計画の執行に関し必要な事項は、運用
基準で定める。

建築物の緑化
率の最低限度

壁面の位置の
制限

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限

垣又はさくの
構造の制限

備考




